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(57)【要約】
【課題】消費者が商品購入の際に、購入目的の商品を効
率良く選択できるようにした情報表示機能付ミラーを提
供することを目的とする。
【解決手段】情報を表示する情報表示部と、この情報表
示部の前面に配置され、前記情報表示部を起動して情報
を透過表示し、前記情報表示部により情報が表示された
部分以外を鏡面として使用するハーフミラー部とからな
る情報表示機能付ミラーであって、利用者が商品アイテ
ムを利用者の前面に位置させて、商品アイテムの合わせ
見を容易にした情報表示機能付きミラー。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を表示する情報表示部と、この情報表示部の前面に配置され、前記情報表示部を起
動して情報を透過表示し、前記情報表示部により情報が表示された部分以外を鏡面として
使用するハーフミラー部とからなる情報表示機能付ミラーであって、
　さらに商品アイテムを記憶する記憶手段と、この商品アイテムを前記情報表示部に表示
指示させるリモコン手段と、このリモコン手段によって指示された前記商品アイテムを表
示させる制御手段を設け、
　利用者が商品アイテムを利用者の前面に位置させて表示し、商品アイテムの合わせ見を
容易にしたことを特徴とする情報表示機能付きミラー。
【請求項２】
　前記リモコン手段は、前記情報表示機能付ミラーとは別体に設けられ、無線又は、有線
で電気的に接続されたものであることを特徴とする前記請求項１記載の情報表示機能付き
ミラー。
【請求項３】
　前記リモコン手段は、前記情報表示機能付ミラーの前面に配置されるタッチパネルで構
成されることを特徴とする前記請求項１記載の情報表示機能付ミラー。
【請求項４】
　前記リモコン手段は、利用者が保持する携帯端末装置で構成し、適宜な無線システムに
よって接続されることを特徴とする前記請求項１記載の情報表示機能付きミラー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】

【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば商業用、家庭用のミラーに適用される情報表示機能付ミラーに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ミラーは、商業用では、姿見、帽子、メガネ、ネクタイ、小物など商品を顧客
が自分の姿とマッチしているかなど確認用に使用することが多い。また家庭用でも、商業
用と同様に使用者の姿見などに利用するなど日常生活においては必要不可欠なものとなっ
ている。
【０００３】
　このように、ミラーは姿見用をはじめとしてのミラー等のように各個人で用いられる他
、商店街やコンビニエンスストア等、美容室や理容室のミラー等のように店舗にも設置さ
れている。
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、これらのミラーは個人や店舗に用いられる場合、単に反射画像を映すだけの
機能に止まるため、例えばメガネ店などにおいて、サングラスをかけた時に、利用客は確
認するために使用する。しかし、商品を自分の目で見ているときには、それらミラーは、
使用されずに設置されているだけである。
【０００５】
　このように従来のミラーは、いたるところに設置されているものミラーとしてだけの機
能しかない単機能であり、営業上効率的でないものであった。また、家庭でも同様にミラ
ーとしての単機能だけでなく各種の情報を表示させることでミラーと情報表示として両方
の機能を持たせたものの需要が出つつあった。そのため特許文献１や特許文献２に示され
るような情報表示機能付きのミラーが提案されてきた。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】　特開平１１－２４４１０９号公報
【特許文献２】　特開平１１－６５４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば、特許文献１は、ハ－フミラ－と、その裏面を、外光を遮断するように覆った暗
箱と、ハ－フミラ－の裏面に密着させた通光穴を有する遮蔽板と、暗箱の内部に設けた映
像物と、その映像物を照明する照明灯から構成される。そして、人を検知するセンサーに
より、人が鏡の前に位置した時に、ハーフミラーの映像物を出現させるというものが開示
されている。
【０００８】
　同様に特許文献２でもハーフミラー兼電飾看板について開示しており、その構成は、看
板表示面４として組込まれたハーフミラーと、該看板表示面４の背面側に着脱可能に設け
られた透光性材料の表示内容部５であって看板表示面４に透視表示される任意の内容が描
かれたものと、該表示内容部５の背面側に設置された冷陰極蛍光灯からなる光源６と、該
光源６の背面側に設置された反射板９と、上記光源６の点灯，消灯を切り換え制御するコ
ントロール部７と、コントロール部７に接続され看板表示面４の表面側に発生する光源切
換要素を検出してその検出信号をコントロール部７に送信するセンサ８とを備えてなるも
のが開示されている。
【０００９】
　特許文献２によると、センサ８により、光源切換要素（例えば人間）が近づいたときに
、自動的に切り替わり、ミラー又は看板として機能するようになっている。
【００１０】
　ところで、ミラーは、商業的には、消費者が商品購入の際、自分に合うかどうかの「合
わせ見」、つまり商品を自分の体の前に置いて、自分に合うかどうかを確かめてみる動作
が頻繁に行われる。
【００１１】
　しかし、何度も合わせ見を行っていると、商品を選択する際に時間がかかりすぎて、商
品選択そのものを諦めてしまう結果にもなりかねず、商業的には、本末転倒なものである
。そこで、本発明においては、消費者が商品購入の際に、購入目的の商品を効率良く選択
できるようにした、情報表示機能付ミラーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の点に鑑みて、本願発明の情報表示機能付ミラーの構成は、情報を表示する情報表
示部と、この情報表示部の前面に配置され、情報表示部を起動して情報を透過表示し、情
報表示部により情報が表示された部分以外を鏡面として使用するハーフミラー部とからな
る情報表示機能付ミラーであって、
　商品アイテムを記憶する記憶手段と、この商品アイテムを情報表示部に表示指示させる
リモコン手段と、このリモコン手段によって指示された商品アイテムを表示させる制御手
段を設け、利用者が商品アイテムを利用者の前面に位置させて表示し、商品アイテムの合
わせ見を容易にしたものである。
【００１３】
　請求項２として、前記リモコン手段は、情報表示機能付ミラーとは別体に設けられ、無
線又は、有線で電気的に接続されたものとした。
【００１４】
　さらに請求項３として、前記リモコン手段は、情報表示機能付ミラーの前面に配置され
るタッチパネルで構成されるものとした。
【００１５】
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　そして請求項４として、前記リモコン手段は、利用者が保持する携帯端末装置で構成し
、適宜な無線システムによって接続される構成としたものである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施例１における情報表示機能付ミラーの制御系説明図。
【図２】本発明の図１における情報表示機能付ミラーの構造説明図。
【図３】本発明の図１における報表示機能付ミラーの外観の正面説明図。
【図４】本発明の図１における情報表示機能付ミラーの外観の側面説明図。
【図５】本発明の情報表示機能付ミラーの使用状態説明図。
【図６】本発明の報表示機能付ミラーの使用におけるフロー説明図。
【図７】本発明の情報表示機能付ミラーで合わせ見を行う正面の説明図。
【図８】本発明の情報表示機能付ミラーで合わせ見を行う正面の説明図。
【図９】本発明のリモコン手段を携帯端末装置で実施した制御系説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明を実施するための形態は、以下の好ましい実施例の説明を添付図面と照らし合わ
せて説明するものであって、本発明の範囲を限定するものではない。
【００１８】
　本発明の情報表示機能付ミラー１は、図１に示すように情報を表示する情報表示部２と
、この情報表示部２の前面に配置され、情報表示部２を起動して情報を透過表示し、情報
表示部２により情報が表示された部分以外を鏡面として使用するハーフミラー３部とから
なるものであって、さらに商品アイテムを記憶する記憶手段１１と、この商品アイテムを
情報表示部２に表示指示させるリモコン手段４と、このリモコン手段４によって指示され
た商品アイテムを表示させる制御手段６を設け、利用者Ｍが商品アイテムを利用者Ｍの前
面に位置させて表示し、商品アイテムの合わせ見を容易にしたものである。
【００１９】
　前記リモコン手段４は、図に示される実施例では、キーボードや物理的なタッチ式のリ
モコンで有線で接続されているものが示されているが、適宜な形式の無線方式で接続され
るものであっても良い。
【００２０】
　さらに情報表示機能付ミラー１の内部では、情報表示部２は、超高輝度モニターで構成
され、この情報表示部２の電源のＯＮ／ＯＦＦがスイッチング電源７により制御手段６の
制御でコントロールされるようになっている。また、この情報表示部２の電源のＯＮにし
た上で、商品アイテムを表示させて、それ以外を鏡面にして、使用者が商品アイテムを自
分に重ね合わせて、検討するなど容易に合わせ見ができるようになっている。
【００２１】
　制御手段には記憶手段１１がインターフェースを介して接続され、商品アイテム以外に
情報表示部２に宣伝情報や各種の情報データが記憶されるほか、適宜な検出器５から入力
される検出データに基づきスイッチング電源１１をコントロールすることもできるように
なっている。
【００２２】
　一方、制御手段６は、センターコンピュータ１３で情報表示機能付ミラー１を直接操作
したり、操作情報のデータ、情報表示部２での表示情報データを配信するためにＷｉＦｉ
ルーター１２を介して接続されている。
【００２３】
　また、情報表示機能付ミラー１の内部には、１個又は複数の温度センサー８、温度が異
常に上がった時に駆動する１個又は複数のファン９、さらに温度センサー８、ファン９を
適正にコントロールするための暖冷却エレメント１０が制御手段６に接続されている。
【００２４】
　図２に基づいて、情報表示機能付ミラー１の超高輝度モニターとして採用された情報表
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示部２、ハーフミラー部３、で構成された検出器等の配置関係を説明する。ここでは、光
透過率１５％～５０％のハーフミラー３が採用され、さらにの背面に１０００ｃｄｍ２（
カンデラ）以上の超高輝度モニターで構成される情報表示部２が重なって配置されている
。
【００２５】
　図３は、本発明の図１における報表示機能付ミラー１の外観の正面説明図であり、スタ
ンド基部２３、スタンド２４により、適宜なテーブルなどに立てかけられて使用される。
正面から見ると情報表示部２が起動していないときには、ハーフミラー３は、通常のミラ
ー（鏡）として、使用される。
【００２６】
　図２及び図３に示されるように、情報表示機能付ミラー１の外側は、情報表示機能付ミ
ラーケース２２及び、前面周囲がモニターケース２１で固定されており、また報表示機能
付ミラー１は、設置されたテーブル面に対して傾斜した状態で設置できるようにスタンド
２４に対して回転固定ネジ２５で傾斜した位置で固定できるようになっている。
【００２７】
　次に、情報表示機能付ミラー１の使用状態を図５乃至図８に基づいて、サングラスやメ
ガネ販売店で使用された場合を説明する。情報表示機能付ミラー１は、通常のミラー（鏡
）として使用できるが、電源を入れると初期設定（ステップ１０１）が行われ、情報表示
部２は、あらかじめ設定された鏡の機能を損なわれないように広告情報（情報表示機能付
ミラー１の使用方法なども含まれる）が表示できるようになっている（ステップ１０２）
。
【００２８】
　リモコン手段４を操作して商品アイテムを検索し（ステップ１０３）、気に入った商品
アイテムを表示し（ステップ１０４及び図７参照）、利用者が、その商品アイテムに重ね
て鏡をのぞき込めば（図８参照）、合わせ見ができる。記憶手段６には、多数の商品アイ
テムが蓄積されているので、リモコン手段４で、簡単に商品アイテムが検索でき、いちい
ち商品を持ってきて、合わせ見を行わずとも、簡単に商品の合わせ見が行え、商品の選択
が簡単にでき、商品購入の機会を短時間で、簡単に行える。
【００２９】
　このように本発明の情報表示機能付ミラー１によれば、メガネやネクタイ、アパレル業
界での衣服など、あらゆる商品の合わせ見が容易となり、産業上きわめて有益な情報表示
機能付ミラーが提供できる。
【００３０】
　情報表示機能付ミラー１における実施例では、以上のように上記実施例においてリモコ
ン手段４を情報表示機能付ミラー１とは別体に設けたものを記載しているが、前記情報表
示機能付ミラー１の前面に配置されるタッチパネルで構成されるものであっても良い。
【００３１】
　この場合の実施例として、商品にＩＣタグなどを付けておき、その商品が情報表示機能
付ミラーに消費者と共に近づいたときに、あらかじめ情報表示機能付ミラーに設けられた
検出器５により前記ＩＣタグ情報を読み取り、その商品の詳細情報（例えば、材質、サイ
ズ等の他、類似の商品など）を前記情報表示部２により情報表示機能付ミラーの一部に表
示することもできる。こうすることで、前記タッチパネルで、類似の商品や他の色の商品
アイテムを指定し表示させて、ＩＣタグが取り付けられた以外の商品アイテムを表示させ
て合わせ見を行うことができる。
【００３２】
　また、他の実施例として、前記リモコン手段は、図９に示されるように利用者が保持す
る携帯端末装置で構成し、適宜な無線システムによって接続され、これによりリモコン操
作を行っても良いものである。この実施例の場合、使用者が携帯する携帯端末装置１５は
、スマートフォンや、タブレットで構成され、あらかじめ各種のアプリケーションが、イ
ンターネットでダウンロードされ、適宜なリモコン操作画面が起動できるようになってい
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【００３３】
　操作する目的の情報表示機能付ミラー１と、ＷｉＨｉルータ１１に接続されたアクセス
ポイント１４を介して接続するためには、情報表示機能付ミラー１の情報表示手段２によ
り、この情報表示機能付ミラー１個別ＩＤをＱＲコード等で表示させて、携帯端末装置の
カメラ機能で、読み取って、リモコンとなる情報端末装置１５とのペアリングを行う行う
ようになっている。
【００３４】
　ペアリングを解除するには、情報表示機能付ミラー１に設けられたリセットボタンで簡
単にペアリング解除ができるようにするか、前記検出器５により、ペアリングをしている
利用者の携帯端末装置が所定以上距離が離れた場合に自動的に解除するようにしても良い
。
【符号の説明】
【００３５】
１…情報表示機能付ミラー
２…情報表示部
３…ハーフミラー部
４…リモコン手段
５…検出器
６…制御手段
７…スイッチング電源
８…温度センサー
９…ファン
１０…暖冷却エレメント
１１…記憶手段
１２…ＷｉＦｉルーター
１３…センターコンピュータ
１４…アクセスポイント
１５…携帯端末装置
２１…モニターケース
２２…情報表示機能付ミラーケース
２３…スタンド基部
２４…スタンド
２５…回転固定ネジ
３１…サングラス
Ｍ…利用者
Ｓ…商品アイテム
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